
令和元年１０月１日改正 

 

流山市給水申込納付金及び手数料 
 

新たに水道を引く場合、量水器(メーター)の口径により異なる額の納付金が必要となります。 

量水器の口径 納付金の額（税別） 消費税額(１０％) 合 計 

１３ｍｍ １２０,０００円 １２,０００円 １３２,０００円 

２０ｍｍ ２７０,０００円 ２７,０００円 ２９７,０００円 

２５ｍｍ ４４０,０００円 ４４,０００円 ４８４,０００円 

４０ｍｍ １,３５０,０００円 １３５,０００円 １,４８５,０００円 

５０ｍｍ ２,０００,０００円 ２００,０００円 ２,２００,０００円 

７５ｍｍ ５,０００,０００円 ５００,０００円 ５,５００,０００円 

メーター口径の増径を行う場合、差額分の納付金が必要となります。 

（例） １３ｍｍの量水器を２０ｍｍに変更（増径）する場合 

       ２９７,０００円－１３２,０００円＝１６５,０００円（税込） 

※上水道について、開発負担金等はいただいておりません。 

 

※上記納付金の他、下記の手数料（非課税）が必要となります。  

１．設計審査手数料  量水器１箇又は、取出し１箇所につき   ４００円 

２．工事検査手数料          同上               ５００円 

３．材料確認手数料          同上             別表 1参照 

 

別表 1 材料確認手数料 

延長 

 

口径 

給水管布設総延長 

３０ｍ未満 
３０ｍ以上 

６０ｍ未満 

６０ｍ以上 

９０ｍ未満 
９０ｍ以上 

２０ｍｍまで １,６００円 ３,０００円 ４,８００円 10ｍ増すごとに５００円 

５０ｍｍまで １,７００円 ４,３００円 ５,８００円 10ｍ増すごとに６００円 

１００ｍｍまで ２,２００円 ４,５００円 ６,８００円 10ｍ増すごとに８００円 

備考 上表の口径は、量水器の口径とする。ただし、量水器を設置されていない場合は、 

      分岐箇所の給水管の口径とする。   

                                            給水装置に関するお問い合わせ  

                電話 ０４‐７１５９‐９９２５ 


